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障害福祉サービス等報酬改定検討チーム主査 

髙鳥 修一 殿                       公益社団法人 

日本精神科病院協会 

 

障害福祉サービス等報酬改定に関する要望 

 
1． グループホーム関連 
・精神障害者福祉サービスは精神科医療が基盤にあって初めて機能を発揮できるものであ

る。現在日本精神病院協会の病院が係っているグループホームを対象に調査を行った結

果、看護師・精神保健福祉士・介護福祉士・栄養士等を必要としている。しかしながら

報酬においてはこれらの点が考慮されてない。「専門職員配置等加算」を新設し、適正な

評価をすること。（P3 参照） 
  
・日中活動支援加算は 3 日目から算定するとされているが、1 日目から算定するよう要望す

る。又、障害支援区分 3 と支援区分 4 の間で大きな差があるが、障害程度区分から障害

支援区分に変わったことも考慮して見直すこと。 
 
2． 相談支援関連 
・サービス利用者全てに「計画相談支援」を提供するには、現状の報酬体制ではマンパワ

ー不足を否えない。従って、「計画相談支援給付費」及び「地域相談支援給付費」の増額

すること。 
【根拠となる実情】 
・報酬が低いため十分な相談支援専門員が雇えないし一人の相談員にかかる負担が多すぎ

る。 
・計画相談・サービス等利用計画作成のために多くの時間を使って作成するが、サービス

利用に繋がらない場合、保留などの場合は全く報酬がない。その点を考慮した報酬を要

望する。 
・困難ケースについても、報酬単価は同一であり、時間と労力にあったものとなってない。 
 
3． 多機能型地域支援センター（仮称）創設について 
・宿泊型自立訓練施設(現)の役割機能を拡充させ、継続的な地域生活の支援（緊急避難対応

を含む）と集中的な生活能力向上訓練を行う地域生活支援基幹型センター施設へと進化

させることを提案する。（P4～20 参照） 

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 
第３回（H26.7.25） ヒアリング資料３ 
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障害福祉サービス等報酬改定に関する 

ヒアリング資料  

 

 

 
公益社団法人：日本精神科病院協会 
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２．共同生活援助（グループホーム）職員としての基礎的資格（複数回答可）

回答数 割合

看護資格者 154 12.3%

介護福祉士 85 6.8%

ヘルパー 226 18.1%

社会福祉士 108 8.7%

精神保健福祉士 331 26.5%

介護支援専門員 46 3.7%

社会福祉主事 104 8.3%

特になし 454 36.4%

その他 102 8.2%

回答数計 1,247 100.0%

無回答 39 -

８．施設の職員配置において、配置あるいは嘱託などの必要性があると考える職種（複数回答可）

回答数 割合

医師 94 17.4%

歯科医師 36 6.7%

看護師 318 59.0%

介護福祉士 99 18.4%

作業療法士 43 8.0%

理学療法士 19 3.5%

薬剤師 17 3.2%

社会福祉士 51 9.5%

精神保健福祉士 226 41.9%

介護支援専門員 35 6.5%

歯科衛生士 46 8.5%

臨床心理技術者 33 6.1%

栄養士 153 28.4%

調理師 43 8.0%

弁護士 29 5.4%

行政・司法書士 47 8.7%

その他 14 2.6%

回答数計 539 100.0%

無回答 747 -

※複数回答可の「回答数計」の数値は、何らかの回答があった場合、回答数に関係なく、1人としてカウント。全く記載が無いものは無回答としています。
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【出典：日本精神科病院協会平成26年グループホーム・ケアホーム一元化についてのアンケート】
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多機能型地域支援センター（仮称）
創設について

～長期入院者の地域移行・精神障害者の地域生
活支援に必要な資源の整備～

２０１４．7 （公社）日本精神科病院協会

提案
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多機能型地域支援センター（仮称）
の創設と

現）自立訓練施設の機能拡充・転用について

宿泊型自立訓練施設(現）の役割機能を拡充さ
せ、継続的な地域生活の支援（緊急避難対応を
含む）と集中的な生活能力向上訓練を行う地域
生活支援基幹型センター施設へと進化させること

を提案する。

（提言と要望）

日本精神科病院協会
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我が国の精神障害者福祉の先鞭をつけ、地
域生活施設および就労訓練施設等の整備と支
援を主体的に実施してきたのは、ほとんどすべ
て民間精神科病院である。それらが母体基盤と
なって積極的に資金提供し、活動を展開し、精
神障害者福祉のハード面・ソフト面および専門的
な人材を創り上げ、現在に至っている。

この点で、従来より社会福祉法等により整備
されてきた他の２障害とは、まったく異なる出生
と生育の経緯を有している。

これまでの精神障害福祉整備における
基本認識の確認と共有

- 6 -



精神保健分野における制度改正の経緯
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精
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関
す
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法
律

精神障害者地域生活援助事業（グ
ループホーム）の法定化

精神障害者社会復帰促進センター
の創設

法律名の変更
精神障害者福祉手帳制度の創設

社会復帰施設として、生活訓練施
設（援護寮）、授産施設、福祉ホー
ム、福祉工場の四施設類型を明記
社会適応訓練事業の法定化

障害者自立支援法
（平成１７年）

昭和２５年

昭和４０年

昭和６２年
精神障害者社会復帰施設に関す
る規定創設

平成７年

平成５年

平成１７年

身体障害者福祉法
（昭和２４年）

知的障害者福祉法
（昭和３５年）

手帳制度、
社会適応訓練事業
のみに

訪問系サービス

日中活動系サー
ビス
居住系サービス

部分を移行

社会復帰施設

精神保健医
療福祉の改
革ビジョン
の策定（平成
１６年）

4
総合支援法
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• 他の２障害とは異なり、医療（精神科医療）サービスの基盤の上で、
地域生活が成り立つという特性を有する。

• 基礎となる精神疾患の不安定性・脆弱性などによって、状態や能
力程度が大きく変動するため、障害程度が固定化していない。

• このため、福祉的なサービスと医療的なサービスとが重層に切れ
間なく、症状の軽重を問わない支援体制が必要である。

• 現在の総合支援法のサービス体系には、これらの要因がほとん
ど配慮されず、精神障害者の特性に合致するものとなっていない。

• 精神障害者に必要な新たなサービス体系（精神障害向けの特有
の施設や、現行の体系に付加するもの）の構築が必須である。

精神障害者福祉の特徴と現行体系の不備
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精神障害者福祉の特徴と「現在の体系の問題点」

入院精神医療
サービス

地域精神医療サービス

地域生活
サービス

就労訓練・支援

精神障害者の福祉

精神障害者の医療

医療サービスの
体制が希薄

医療・福祉の総合的
サービスが未整備
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精神障害者福祉の特徴と「今後のあるべき姿」

入院精神医療
サービス 地域精神医療サービス

地域生活
サービス

医療福祉の総合的サービス

就労訓練・支援

精神障害者の福祉

精神障害者の医療

創設が
必要

付加が
必要
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• 社会生活訓練(旧法からの施設役割：対象退院患者）
→地域生活者も対象に。（ステップアップ訓練）

• 地域啓発・調整活動
• ショートステイ （一部の旧法施設役割）
• 危機介入（ドロップインセンター）、レスパイトケア
• ２４時間電話相談( 医療・福祉)

• 従業者研修、スーパーバイズ(困難事例検討など）
• 家族等支援、心理教育
• 就労支援(ジョブコーチ事業他）
• その他

～多機能型地域支援センター（仮称）～
望まれる新たな役割機能

一部は障害者制度推進会議総合福祉部会「総合福祉法の骨子案」に明示された。
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精神科病院

多機能型地域支援センター

グループホーム

在宅（家族同居）

単居

地域コミュニティサービス

社会生活訓練

新たな役割機能１ （ステップアップ訓練）

生活支援
疾病治療

外来診療
訪問看護

相談支援
生活援助

連携

ステップ
アップ訓練

適応訓練

地域啓発
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精神科病院

多機能型地域支援センター

グループホーム

在宅（家族同居）

単居

地域コミュニティサービス

社会生活
訓練

新たな役割機能２（ショートステイ）

生活支援
疾病治療

外来診療
訪問看護

相談支援
生活援助

連携

ショートステイ

連
携

地域啓発
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精神科病院

多機能型地域支援センター

グループホーム

在宅（家族同居）

単居

地域コミュニティサービス

社会生活
訓練

新たな役割機能３（危機介入・レスパイトケア）

生活支援疾病治療

訪問診療
外来診療
訪問看護

ショート
ステイ

入院
支援

レスパイト
ケア

地域啓発

危機介入

一時
入所

かならずしも即座に入院という手段に頼らない

必要あれば
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精神科病院

多機能型地域支援センター

グループホーム入所者・
その家族

在宅者（家族同居）・
その家族

単居者・その家族

地域コミュニティサービス

社会生活
訓練

新たな役割機能４ （24時間医療福祉相談支援）

生活支援疾病治療

ショート
ステイ

２４時間
相談支援

地域啓発

連
携

電話
・
訪問

危機介入
レスパイト
ケア

地域連携室
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精神科病院

多機能型地域支援センター

グループホーム

在宅（家族同居）

単居

地域コミュニティサービス

社会生活
訓練

新たな役割機能５
（従事者研修・スーパーバイズ）

地域支援
スタッフ

ショート
ステイ

危機介入
レスパイト
ケア

世話人

従業者

従業者
退院支援
スタッフ

研修
スーパーバイズ

地域啓発

相談

困難事例
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精神科病院

多機能型地域支援センター

就労を望む
障害者

地域コミュニティサービス

社会生活
訓練

新たな役割機能６ （就労支援）

生活支援疾病治療

ショート
ステイ

連
携

就労支援

地域啓発

連
携

危機介入
レスパイト
ケア

企業
事業所など

自立支援
就労訓練事業所

ジョブ
コーチ

就労先紹
介・開拓

相談

研修
指導
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生活訓練施設を地域生活支援・訓練センターへ

宿泊型自立訓練施設

訓練入所
（退院者中心）

地域啓発活動

訓練入所
（退院者中心）

（看護職配置）

・日中訓練実施
・ショートスティ

・地域移行・地域定
着事業

（看護職の配置）
（専門職※の配置）

・訓練入所

（退院者＆地域生活
者）

・危機介入センター
・ショートスティ
レスパイトケア
・24時間医療相談
・就労支援

・人材育成、支援
・家族支援
・地域啓発調整活動

精神保健福祉法 総合支援法

多機能型
地域支援センター生活訓練施設

赤字は総合福祉部
会報告で提言内容

※精神保健福祉士・心理職など- 18 -



長期入院中の精神障害者が地域移行する場合に、

• 病状悪化や再入院などの防止
• 状況に応じた適切な訓練（ステップアップ）
• 日常的な相談支援と支持体制の常設
• 地域支援者の教育・スーパーバイズ
• 就労支援・相談・援助
• 地域住民との調整や偏見除去
• 家族に対する支援

・・・・・・・といった多機能型の支援センターが地域に必要。

提案・要望
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• 定額の運営予算で、専門職の安定した配置
が可能な体制を確保する形態とすること。

• 医療サービスと密接な連携を持ち、医療の提
供が即時的に受けられる体制とすること。

• 危機介入やアウトリーチのサービスがおこな
える体制とすること。

• 地域生活障害者の様々なニーズに対応でき
るワンストップなサービス（連携や窓口を含
む）の機能を有すること。

多機能型地域支援センターの骨格要旨（案）
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